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※公認心理師、言語聴覚士、理学療法士の来所日については、後日、玄関にて掲示とコドモンにて配信させていた

だきますので、ご確認ください。専門職の来所日により、活動内容が変更になる場合があります。その際は、玄関に掲示

させていただきます。 

・13時50分頃より、引き継ぎを開始しています。14時15分までに来所されない場合は、一度ご連絡させて頂きます。 

・活動時間確保の為、9時 50分～10時 15分までに登園までにご登園下さい。給食準備の為、10時 15分までに登

園されない際は、ご連絡させていただきます。 

月 火 水 木 金 

 １ 

運動 

認知課題 

 

２ 

音楽・絵画 

 

３ 

屋外・手指 

 

４ 

感触・ルール 

 

７ 

運動 

認知課題 

 

 

８ 

壁面制作 

音楽 

９ 

屋外・手指 

１０ 

感触・ルール 

１１ 

運動 

認知課題 

１４ 

クリスマス制作 

音楽 

１５ 

屋外・手指 

１６ 

感触・ルール 

１７ 

運動 

認知課題 

 

 

（避難訓練） 

１８ 

誕生会・絵画 

２１ 

屋外・手指 

 

 

 

 

２２ 

ルール 

 

 

 

（早降園日） 

２３ 

運動 

認知課題 

２４ 

クリスマス会 

音楽 

 

 

 

２５ 

大掃除・手指 

２８ 

大掃除 

お正月遊び 

２９ 

休み 

（冬季休暇） 

３０ 

休み 

（冬季休暇） 

３１ 

休み 

（冬季休暇） 

 

１２月トリアだより 

 
12月の活動 

スモック 帽子 スモック 

スモック 帽子 スモック 

スモック 帽子 スモック 

帽子 

スモック 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

園長 

水流 かおる 
チーフ 

原田 誠子 

前田 貴子 

水流 かお

る 

サブチーフ 

坂元 浩平 

水流 か

おる 

 

「糸賀一雄」先生のことば     

国は「障害者の権利に関する条約」の署名（平成 19 年）以降、「障害者基本法の一部を改正する法律」、

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」等、障害者施策に関する法整備を進め、共生社会の実

現に向けて様々な取り組みをしています。こうした法整備は、教育・福祉・労働・医療・関係機関等の分野

でも障害のある人とない人が共に生きる仕組みの構築や、それに必要な環境等整備がされてきています。 

戦後、昭和 21 年創設された「近江学園」でご苦労された先人の先生方の愛と苦闘の記録となっている、

「この子らを世の光に」の５「発達保障という考え方」を、私は 20年ぶりに読み返しました。「この子らを

世の光に」とは、糸賀一雄先生（近江学園初代園長）のことばです。「著書の題名」でもあります。戦後、

間もなく滋賀県の大津市（現在は湖南市に移転）に創設された近江学園は、二人の偉大な教育実践家と尊敬

されている池田太郎先生（後に信楽学園長）や田村一二先生（後に一麦寮長）をはじめ、極めて魅力的な人

たちがたくさん職員として集まり創設されました。近江学園の実践は、後に戦後日本の特殊教育（現在は特

別支援教育）の基本に流れることになりました。当時は、子どもたちを社会の一員として、更には一人の人

間として認め扱わない国や社会や家庭の無理解・冷淡そして不当な圧迫との戦いだったそうです。 

 それでも理想の実現に向けて情熱をささげることが出来たのは、『近江学園が「人」をつくり、また「人」

につくられた学園であった』と、糸賀一雄先生は記しています。このことは、子どもたちへの深い愛情と共

感でかたく結ばれた学園であったということだと思います。糸賀一雄先生が「この子らに世の光を」と言わ

ず、「この子らを世の光に」と昭和 20 年代の当時、厳しい時代に述べられたことは、すべての子どもたちに

権利として「発達の保障」を強く訴え、社会を変えたい。そして、「人権尊重」の精神が育つ社会の実現を

願っていたのだと思います。 

 私は現役時代、生徒たちが特別支援学校の高等部を卒業する時、社会の荒波に出る卒業生を心配せずには

いられませんでした。当時、地域社会の福祉等の更なる充実を願い、地域で生涯にわたり豊かに生活ができ

るようにと、私たちは条件整備にも力を入れました。しかし、そのことは「この子らを世の光と」お願いす

るだけでなく、この子らが主体的に自信をもって、地域で生きる権利があることを堂々と主張することがで

きる社会の実現です。私たちは生徒たちから多くのことを学びました。彼らは「世の光」です。逆に感謝の

気持ちでいっぱいです。地域の中で共に生きることは、お互いに人間として大切なものをいつも分かち合う

ことです。卒業生が、「世の光」になって、地域で自信をもって明るく元気に、地域で共に生きていくこと

を願ってやみません。 

 これからは多様性の時代ともいわれています。糸賀一雄先生の「この子らを世の光に」を学び、一人一人

の違いを認め、個性、能力が尊重された、共に生きる社会の実現に向けて、一人一人が地域や関係機関等と

連携して、できることから共に取り組んでいくことが求められています。  

 

 

                                        

教育相談員 馬籠 裕二 

・8月からコドモンの運用を開始しております。当日キャンセルにつきましては、電話にて連絡をお願い致します。 

・持ち物全てに記名をし、持たせて下さい。（記名が不鮮明な物については、書き直しをお願い致します。） 

・下着（パンツ）の貸し出しがあった際は、未使用の物を返却して頂きますよう、よろしくお願い致します。 

・お子様のことで悩み事や困り事等ありましたらご相談下さい。交換ノートも必要に応じてご活用下さい。一度お預かり

し、返事を書かせて頂きます。 

・トイレトレーニングを行っている方は、トレーニングセット（パンツ、ズボン、Ｔシャツ、肌着、ビニール袋）を袋にまとめて準

備をしていただきますよう、お願い致します。 

・着替えた衣類を入れる袋を、必ず持たせて下さい。（スーパーのビニール袋で構いません。） 

 


